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質
　
問

　平
成
23
年
３
月
の
東
日
本
大
震

災
、
原
発
事
故
等
に
よ
り
、
日
本

全
体
が
災
害
の
観
念
を
変
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

質
　
問

　東
日
本
大
震
災
発
生
か
ら
丸
２

年
が
経
過
し
た
が
、
当
震
災
か
ら

市
が
得
た
教
訓
や
、
震
災
後
の
行

政
・
地
域
住
民
の
取
り
組
み
の
評

安
全
安
心
の
防
災
・

減
災
対
策
に
つ
い
て

糸
魚
川
市
の

災
害
対
策
に
つ
い
て

価
に
つ
い
て
伺
う
。

　ま
た
、
防
災
・
減
災
に
つ
い

て
、
市
民
の
安
全
安
心
を
図
る
た

め
の
今
後
の
対
応
方
針
は
。

市
長
答
弁

　「
自
分
の
命
は
、自
分
で
守
る
」が

基
本
で
あ
り
、行
政
の
取
り
組
む

防
災
対
策
と
あ
わ
せ
て
、市
民
一
人

ひ
と
り
が
防
災
意
識
を
高
め
て
い

く
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、市
内
で
は
自
主
防
災
組
織

の
活
動
や
新
規
の
設
立
が
増
え
て

き
て
お
り
、防
災
・
減
災
に
対
す
る

市
民
意
識
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る

と
受
け
止
め
て
い
る
。

　
今
後
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
は
、

市
民
の
安
全
を
最
優
先
と
し
た
地

域
防
災
体
制
の
強
化
と
、公
共
施

設
の
耐
震
化
に
努
め
て
い
く
と
と

も
に
、各
地
区
・
各
団
体
の
自
主
防

災
訓
練
等
へ
の
支
援
、津
波
避
難

路
の
整
備
や
海
抜
表
示
、津
波
避

難
ビ
ル
の
指
定
等
に
引
き
続
き
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
。

質
　
問

　権
現
荘
は
指
定
管
理
者
制
度
に

移
行
す
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
事

業
の
進
ち
ょ
く
状
況
は
ど
う
か
。

　ま
た
、
上
南
地
区
地
域
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
モ
デ
ル
事
業
と
権
現
荘

の
整
合
性
に
つ
い
て
伺
う
。

市
長
答
弁

　
権
現
荘
に
つ
い
て
は
、指
定
管
理

者
募
集
要
項
の
検
討
と
と
も
に
、

施
設
の
改
修
計
画
等
の
課
題
調
整

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。な

お
、柵
口
温
泉
施
設
の
入
浴
機
能

は
権
現
荘
に
一
本
化
し
、温
泉
セ
ン

タ
ー
は
集
会
施
設
等
で
の
活
用
を

考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、上
南
地
区
地
域
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
モ
デ
ル
事
業
は
、地
区
で
の
協

議
の
結
果
、山
菜
加
工
と
農
家
レ

ス
ト
ラ
ン
に
取
り
組
む
こ
と
に

な
っ
た
が
、商
品
開
発
や
販
売
、誘

客
活
動
に
お
い
て
権
現
荘
と
連
携

を
図
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
糸
魚

川
市
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て
、

当
地
域
の
災
害
履
歴
の
記
載
は

も
っ
と
古
い
時
代
ま
で
充
実
さ
せ

る
必
要
は
な
い
か
。
津
波
災
害
の

取
り
扱
い
も
軽
い
よ
う
に
思
う

が
、
も
っ
と
重
く
受
け
止
め
る
必

要
は
な
い
か
。

　ま
た
、
市
は
、
防
災
・
減
災
に

ど
の
よ
う
な
方
針
で
臨
ん
で
い
る

の
か
。
高
額
な
防
災
事
業
の
予
算

の
確
保
や
、
他
の
事
業
と
防
災
事

業
と
の
連
携
に
つ
い
て
も
伺
う
。

市
長
答
弁

　
糸
魚
川
市
地
域
防
災
計
画
は
平

成
18
年
９
月
に
策
定
し
、そ
の
後
３

回
の
修
正
を
加
え
て
い
る
が
、災
害

の
歴
史
に
つ
い
て
は
で
き
る
限
り

情
報
収
集
し
、地
域
防
災
計
画
へ

記
載
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。ま
た
、平
成
25
年
度
に

地
域
防
災
計
画
の
全
面
的
な
見
直

し
を
予
定
し
て
い
る
が
、津
波
災
害

に
つ
い
て
は
、国
・
県
の
計
画
と
整

合
を
と
り
、「
津
波
災
害
対
策
編
」

を
新
規
に
独
立
さ
せ
る
予
定
で
あ

る
。

　
防
災
・
減
災
の
方
針
に
つ
い
て

は
、災
害
か
ら
市
民
の
命
を
守
る
こ

と
を
最
優
先
と
し
た
地
域
防
災
体

制
の
強
化
と
、公
共
施
設
の
耐
震

化
に
努
め
て
い
き
た
い
考
え
で
あ

る
。事
業
費
に
つ
い
て
は
国
・
県
の

補
助
事
業
等
を
最
大
限
活
用
し
、

有
利
な
財
源
の
確
保
に
努
め
て
い

く
。ま
た
、市
が
行
う
ハ
ー
ド
事
業
・

ソ
フ
ト
事
業
に
お
い
て
、防
災
・
減

災
の
観
点
を
充
分
踏
ま
え
た
事
業

展
開
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

柵
口
温
泉
権
現
荘
の
指
定
管
理
の

進
捗
状
況
と
近
隣
施
設
に
つ
い
て

安
全
安
心
の
防
災
・
減
災

対
策
に
つ
い
て

糸
魚
川
市
の

災
害
対
策
に
つ
い
て 中村　　実
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